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１． 広域市町村圏組合の歴史と現在の状況 

（1） 圏域の概要 

① 圏域の名称 ･････････････････････････ 本荘由利広域市町村圏 

② 広域行政機構の名称 ･････････････････ 本荘由利広域市町村圏組合 

③ 圏域の設定年月日 ･･･････････････････ 昭和４５年７月１３日 

④ 構成市名 ･･･････････････････････････ 由利本荘市・にかほ市 

⑤ 圏域のあらまし 

 本圏域は、由利本荘市とにかほ市から構成され、国勢調査による令和２年度の圏域人口は

98,142人である。 

 秋田県の南西部に位置し、南は鳥海山（標高 2,236ｍ）をもって山形県との県境をなし、東

は大仙市、横手市及び湯沢市、羽後町に、また北は秋田市に接し、面積は 1,450.72㎢で県面

積の約 12.5％を占めている。 

 

（2） 圏域の面積、人口及び世帯数 

市  名 面 積（㎢) 人 口（人） 世帯数（戸） 

由利本荘市 １,２０９.５９  ７４,７０７  ２８,３６２  

にかほ市   ２４１.１３  ２３,４３５  ８,６３５  

圏域合計 １,４５０.７２  ９８,１４２  ３６,９９７  

秋田県 １１,６３７.５２  ９５９,５０２  ３８５,１８７  

（令和２年国勢調査） 

 

（3） 執行機関及び組合議会の状況 

① 執行機関 

職   名 氏   名 摘   要 

管理者 湊 貴信 由利本荘市長 

副管理者 市川 雄次 にかほ市長 

監査委員 
佐藤 光昭  由利本荘市代表監査委員 

渡部 聖一 由利本荘市議員 

② 歴代管理者 

代 期    間 氏   名  摘   要 

初 自 昭和 45年 ９月 ５日 至 昭和 58年 ２月 ７日 佐藤 憲一 本荘市長 

２ 自 昭和 58年 ２月 26日 至 平成 ３年 ２月 ７日 小番 宜一 〃 

３ 自 平成 ３年 ２月 13日 至 平成 17年 ３月 21日 柳田 弘 〃 

４ 自 平成 17年 ４月 17日 至 平成 21年 ４月 16日 柳田 弘 由利本荘市長 

５ 自 平成 21年 ４月 17日 至 令和 ３年 ４月 16日 長谷部 誠 〃 

６ 自 令和 ３年 ４月 17日  湊 貴信 〃 
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③ 組合議会（令和８年５月１９日現在） 

職 名 氏   名 摘   要 職 名 氏   名 摘   要 

議長 佐藤 健司 由利本荘市議長 副議長 森 鉄也 にかほ市議長 

議員 大友 孝徳 由利本荘市議員 議員 大友 ます子 由利本荘市議員 

議員 堀井 新太郎 由利本荘市議員 議員 岡見 善人 由利本荘市議員 

議員 正木 修一 由利本荘市議員 議員 渡部 聖一 由利本荘市議員 

議員 高橋 信雄 由利本荘市議員 議員 齋藤 進 にかほ市議員 

議員 佐々木 孝二 にかほ市議員 議員 佐々木 正勝 にかほ市議員 

 

④ 広域行政機構 

  

本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
組
合 

議
決
機
関 

執
行
機
関 

会計班 会計管理者 会計課 副
管
理
者 

議   会 

議員 12 名 

管
理
者 

監査委員 

識見者  １名 

議会選出 １名 

総務課 

広域清掃センター第１事業所（し尿） 

養護老人ホーム「寿荘」 

広域埋立処分地施設 

総務班 

広域行政センター 

家畜保冷施設 

事務局長 

産学共同研究センター 
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（4） 共同処理事務と業務内容 

№ 項目 業務内容 

1 

広域行政センター 庁舎（由利本荘市役所隣の建物） 

事務局（総務課）が設置されている。 

・所在地：由利本荘市尾崎 17 

・TEL：0184-23-2019 

・設置年月日：昭和 54年 11月 1日 

・改修年月日：平成 25年 2月 20日 

・建築面積：2,579.75㎡ 

・構造：鉄筋コンクリート 4階建 

  

2 

産学共同研究センター 工業技術の高度化と研究開発等を支援し、地域産業の振興を図る

ことを目的とした、産学官の連携交流の拠点 

施設管理運営は（公財）本荘由利産学振興財団 

 

 

  

・所在地：由利本荘市川口字大覚 182  

・TEL：0184-22-3488  

・設置年月日：平成 13年 10月 1日  

・建築面積：本館棟 677.00㎡ 

研究棟 1,125.30㎡ 

テクノモール棟 167.00㎡ 

合計 1,969.30㎡ 

・構造：鉄筋コンクリート 2階建  

  

3 

養護老人ホーム（寿荘） 環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難であり、

福祉事務所が必要と認めた方が入所できる施設 

また、生活管理指導短期宿泊事業も実施 

・所在地：由利本荘市水林 457-4 

・TEL：0184-22-4645 

・設置年月日：昭和 44年 11月 21日 

・統合年月日：昭和 47年 4月 1日 

・改築年月日：平成 13年 10月 5日 

・定員：90名 

・ショートスティ：4名 

・建築面積：3,532.90㎡ 

・構造：鉄筋コンクリート一部 2階建 
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№ 項目 業務内容 

4 

特別養護老人ホーム 

（広洋苑） 

常に介護を必要とし、自宅では介護が困難な方が利用する介護老

人福祉施設。短期入所生活介護事業も実施 

指定管理者は社会福祉法人久盛福祉会 

・所在地：由利本荘市岩城内道川字上山 134 

・TEL：0184-73-2245 

・設置年月日：昭和 49年 4月 1日 

・増設年月日：昭和 55年 4月 1日 

・改築年月日：平成 19年 11月 1日 

・定員：102名 

・ショートスティ：8名 

・建築面積：3,419.21㎡ 

・構造：鉄筋コンクリート 2階建 

 

【令和８年度より事務移管（民営化）済み】  

5 

病院群輪番制病院運営事

業 

休日・夜間等における重症救急患者に、必要な治療を行う。 

各病院は、共同連帯して医療体制を整えており、平日は午後 6時

～翌午前 8時まで。 

日曜、祝日、振替休日、年末年始は午前８時から。 

 

【令和６年度より事務移管済み】 

6 

家畜保冷施設 畜産農家より搬入された死亡獣畜を一時保管する施設で、油脂な

ど再利用のため、化製業者により処理されている。 

・所在地：由利本荘市川西字神田 51-1、51-2 

・設置年月日：平成 5年 4月 1日 

・供用開始年月日：平成 6年 1月 1日 

・建築面積：59.50㎡ 

・収納能力：大家畜 6頭 

・施設管理：ＪＡ秋田しんせい 

  

7 

し尿処理施設 家庭や事業所、集落排水施設等から搬入されたし尿や浄化槽汚泥

などを処理する施設。好気性消化処理方式と高負荷脱窒素処理方

式の２系統があり、処理能力は 220kl/日。 

・所在地：由利本荘市二十六木字下鎌田野 33-1 

・TEL：0184-22-4884 

・稼動年月日：昭和 48年 4月 1日 

・増設年月日：昭和 55年 9月 16日 

        平成 2年 9月 21日 

・処理能力：220kℓ／日 
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№ 項目 業務内容 

8 

埋立処分施設 

（し尿分、ゴミ処理分） 

ごみ処理施設・し尿処理施設からの焼却灰や不燃物残渣を埋め立

てる最終処分場。埋立地からの浸出水については浸出水処理施設

にて生物・薬品処理を行い環境保全に努めている。 

・所在地：（埋立処分地）由利本荘市土谷字下岩瀬 9 

     （浸出水処理施設）由利本荘市福山字石橋 21 

・稼動年月日：昭和 56年度 

・増設年月日：平成 9年 11月 1日 

・埋立面積：8,800㎡ 

・埋立容量：50,400㎥ 

  

9 

介護保険 介護保険制度は、老後の安心を国民みんなで支えようと平成 12

年 4月に施行された。40歳以上の方が被保険者（加入者）となっ

て保険料を負担し、介護が必要となった時は、要介護認定を受け

て、費用の一部（原則として 1割）を支払って、介護サービスを

利用する仕組みで、市町村が保険者（由利本荘市及びにかほ市は

本荘由利広域市町村圏組合が保険者）となって運営されている。 

 

【令和７年度より事務移管済み】 
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（5） 分担金について 

№ 項目 

R8当初予算分担金（単位：千円） 

由利本荘 にかほ 計 積算方法 

1 組合運営 45,697 14,875 60,572 ・平等割 20% ・人口割 80% 

2 
広域行政 

センター 
9,576 762 10,338 

・平等割 20% ・人口割 80% 

・由利本荘市のみ特定分(占有分） 

3 
産学共同 

研究センター 
－ － － 

・平等割 20％ ・人口割 80％ 

4 
養護老人ホーム 

（寿荘） 
78,146 16,319 94,465 

・平等割、人口割各 25% 

・入所者割 50% 

5 

特別養護 

老人ホーム 

（広洋苑） 

－ － － 

・R8民営化 

6 
病院群輪番制 

病院運営事業 
－ － － 

・R6事業移管 

7 家畜保冷施設 4,032 273 4,305 
・飼育頭数割 10% 

・利用頭数割 90% 

8 し尿処理施設 473,463 129,700 603,163 
・平等割 10%、人口割 40% 

・搬入量割 50% 

9 
埋立処分施設 

（し尿分） 
5,847 1,602 7,449 

・平等割 10%、人口割 40% 

・搬入量割 50% 

 埋立処分施設 

（ごみ分） 
11,174 － 11,174 

・埋立量全体の 60％ 

10 
介護保険 

（一般） 
－ － － 

・R7事務移管 

 介護保険 

（特別） 
－ － － 

・R7事務移管 

 計 627,935 163,531 791,466   
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（6） 広域市町村圏組合のあゆみ 

昭和４５年 ９月 １日 本荘由利広域市町村圏組合設立 

  ４６年 ４月 １日 本荘地区ごみ処理組合設立 

  ４７年 ３月３１日 

  

本圏域にある既設の本荘由利地域衛生処理組合、本荘市由利郡伝染

病隔離病舎組合、及び本荘市由利郡養護老人ホーム組合解散 

  ４７年 ４月 １日 上記各一部組合を本荘由利広域市町村圏組合に統合 

  ４７年 ４月 １日 伝染病隔離病舎設置（厚生連立由利組合総合病院に委託） 

  ４７年 ４月 １日 し尿処理施設設置 

  ４７年 ４月 １日 養護老人ホーム設置 

  ４８年 ４月 １日 し尿処理施設（第１事業所）設置 

  ４９年 ４月 １日 特別養護老人ホーム設置 

  ４９年 ７月３０日 軽費老人ホーム設置 

  ５２年 ３月３１日 本荘地区ごみ処理組合解散 

  ５２年 ４月 １日 上記ごみ処理組合を本荘由利広域市町村圏組合に統合 

  ５２年 ４月 １日 ごみ処理施設設置（１市５町） 

  ５３年 ４月 １日 本荘由利視聴覚教育センター設置 

  ５３年 ７月 ８日 上記センター設置に伴い教育委員会を置く 

  ５４年 ４月 １日 在宅当番医制応急事業開始（本荘市由利郡医師会に委託） 

  ５４年１１月 １日 広域行政センター設置 

  ５６年 ４月 １日 本荘由利情報処理センター設置（１市６町） 

  ５６年 ４月 １日 埋立処分地施設設置 

  ５８年 ５月２８日 休日応急診療所設置(本荘市に委託） 

  ６０年 ９月 １日 福祉授産施設設置（本荘市に委託） 

  ６２年 ４月 １日 本荘由利広域交流センター設置 

平成 ２年 ９月２０日 広域清掃センター第２事業所（し尿）廃止 

   ２年 ９月２１日 広域清掃センター第１事業所増設施設（１００kℓ／日）稼動開始 

   ５年 ４月 １日 家畜保冷施設設置（秋田しんせい農業協同組合に委託） 

   ５年１１月 ４日 地域中核病院建設支援事業開始 

   ６年 ８月 １日 新ごみ処理施設稼働開始 

   ９年１１月 １日 埋立処分地増設施設稼動開始 

  １１年 ３月３１日 伝染病隔離病舎廃止 

  １１年 ６月 １日 介護保険課設置（１市８町） 

  １３年 ４月 １日 広域リサイクル施設稼動開始（東由利町） 

  １３年１０月 １日 本荘由利産学共同研究センター設置 

  １３年１０月 ５日 養護老人ホーム寿荘改築移転（水林） 

  １５年 ４月 １日 病院群輪番制病院運営事業開始 

  １５年 ４月 １日 小児救急医療支援事業開始 

  １７年 ３月２２日 

  

ごみ処理施設・リサイクル施設・情報処理センター 由利本荘市に

移管 
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平成１７年１０月 １日 

  

市町村合併により、組合構成団体が由利本荘市、にかほ市の二市と

なる 

  １８年 ４月 １日 し尿処理施設改良工事竣工 

  １８年 ４月 １日 視聴覚教育センター 由利本荘市に移管 

  １９年１１月 １日 特別養護老人ホーム広洋苑改築移転（岩城内道川字上山） 

  ２１年 ３月３１日 地域中核病院建設支援事業及び小児救急医療支援事業終了 

  ２１年 ４月 １日 本荘由利広域交流センター 由利本荘市に移管 

  ２３年 ３月３１日 軽費老人ホーム廃止 

  ２５年 ２月２０日 本荘由利広域行政センター耐震・外壁改修工事竣工 

  ２８年 ４月 １日 特別養護老人ホーム広洋苑 指定管理による管理運営を開始 

  ３０年 ３月３１日 福祉授産施設廃止 

  ３１年 ４月 １日 休日応急診療所 由利本荘市に移管 

令和 ３年 ４月 １日 在宅当番医制事業 にかほ市に移管 

 ６年  ４月  １日  病院群輪番制病院運営事業 由利本荘市、にかほ市に移管 

７年  ４月  １日 介護保険事業 由利本荘市、にかほ市に移管 

 ８年  ４月  １日 特別養護老人ホーム広洋苑 民営化 
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２． 広域市町村圏組合統廃合に関するこれまでの経緯と今後の方向性 

（１）これまでの経緯 

広域市町村圏組合のあり方については、平成１７年の市町村合併により由利本荘市が同年３月に、

にかほ市が同年１０月に誕生し、広域市町村圏組合の構成が大きく変わった前後から当時の市町村長

レベル、助役レベル、担当課長レベルそれぞれで何度か会議が開かれ、広域市町村圏組合の解散や事

業の移管などについて話し合いが持たれていました。 

この時点では、個別の事業について検討できるほど準備が進んでおらず、総括的には構成団体が二

団体になった場合には、共同処理事務のメリットが少ないことから事務の効率化のため、広域市町村

圏組合を解散し、その財産及び職員を含め、広域市町村圏組合から「由利本荘市」に事務を引き継ぎ、

必要に応じて、「にかほ市」から由利本荘市への事務の委託という方向で調整することとなったよう

ですが、その後はしばらく協議が行われてきませんでした。 

平成１７年当時、広域市町村圏組合で行っていた１５の事務事業のうち、令和４年４月時点では６

の事務事業が各市の単独事業として移管もしく廃止されており、現在は９の共同処理事務が実施され

ています。 

 また広域市町村圏組合では、平成１７年以降、事務事業の移管や廃止に伴い職員の採用を控えてき

たこともあり、人事的に現在、実施している事務事業を継続することが困難になってきていることか

ら、令和元年以降、両市では事務レベルでの協議を再開し、主に管理部門の経費節減のため、縮小、

解散の方向に向けた協議を行ってきており、特に介護保険については事務の共同処理や委託について

も検討を行いました。 

令和 2年度には、両市の所管課及び広域市町村圏組合が事業ごとに協議の場を持ち、今後の方向性

やスケジュールを検討し、問題点や課題の整理を行いました。 

 

（２）今後の方向性 

広域市町村圏組合は、し尿処理や介護保険など市民生活になくてはならない事業を実施しているに

もかかわらず、実施主体が住民に見えにくく、また行政改革の観点から二重行政の解消による機動的

な意思決定がもとめられていること等を踏まえた場合、広域市町村圏組合の解散は、両市にとってお

互いにメリットがあるものと考えます。 

これまでの協議で確認してきた解散した場合のメリット、デメリットを整理すると以下の通りとな

ります。ほとんどの事業でメリットが大きいと思われますが、介護保険財政については単独保険者化

に伴いスケールメリットが働かなくなる可能性があります。 

 

○メリット【二重行政の解消】 

① 広域議会、監査経費が不要になる。 

② 人件費、事務室等の共通経費が無くなる。 

③ 事務室等を有効活用できる。 

④ 両市からの職員派遣が不要。 

（現在の職員体制では、両市から職員を派遣しないと運営が困難となる。） 

○デメリット 

① 事務組合の解散手続きが発生する。 

② 介護保険料については、第９期介護保険事業計画期間中は基金の活用等により、同一の基準
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の維持も可能であるが、第１０期介護保険事業計画期間以降は大きく変動する可能性があ

る。 

③ 両市が単独の介護保険者に移行するための一時的な費用がかかる。 

（標準化システムの導入には、広域を維持した場合でも費用負担が発生する。） 

 

これまでの協議を踏まえ、由利本荘市・にかほ市は本荘由利広域市町村圏組合の解散に向かうこと

とします。 

 

（３）解散に向けた協議に関する覚書の締結 

令和４年１２月由利本荘市とにかほ市は両市議会議長立ち会いのもと、「本荘由利広域市町村圏組

合解散に向けた協議に関する覚書」を締結し、具体的な解散協議に入ることとなりました。 

 

３． 広域市町村圏組合解散の時期 

広域市町村圏組合の解散に向けては、現在、広域市町村圏組合で実施している事業の移管方針と作業

スケジュールについて両市及び広域市町村圏組合で協議を進める必要があります。 

（「４．広域解散後の各事業の移管方針・作業スケジュール」参照） 

9 事業それぞれ移管時期や難易度に差がありますが、中でも介護保険については、多くの市民への影

響、システムの構築、介護保険事業計画との整合性、職員の確保など、多くのファクターが絡み、移管

に時間を要することから、「機関等の共同設置」や「単独保険者」など様々な可能性を考慮しながら先行

して協議を重ねてきました。 

協議の結果、「機関等の共同設置」については、現状では選択肢とするには非常にリスクが高く困難で

あることから、それぞれの市が「単独保険者」として介護保険を運営することが妥当との結論に至りま

した。 

また時期的には、国が進める令和 7年度末までの「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化

（以下「自治体システム標準化」という）」へ対応するためには、令和 7年度中の分離（単独保険者化）

が必須要件となります。広域市町村圏組合が実施してきた介護保険業務については、保険者移行後も令

和 8年度までは精算業務が発生する見込みとなります。 

介護保険を除く８事業の市民への影響度を考慮すると、介護保険業務の終了に合わせて移管時期の調

整を図っていくことが、事務的にもっとも効率的と考えられることから、広域市町村圏組合の解散時期

については、本プラン策定当初より、令和９年３月３１日を目処として進めてきました。 

介護保険事業の移行は予定より早めることができましたが、その他の事業における事務委託の内容協

議や必要となる条例・規則の確認、その後の両市議会による議決等のスケジュールから、引き続き同時

期を目処として進めることとします。 
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４． 広域市町村圏組合解散後の各事業の移管方針・作業スケジュール 

事業を実施している施設が全て由利本荘市に所在していることから、原則、由利本荘市が事務を継

承し、必要に応じにかほ市が業務委託という方法で対応しますが、詳細については、さらに協議をす

る必要があります。 

令和７年度までの両市の協議により、移行にあたっての基本的方針を次のとおりとしました。 

 

 

本荘由利広域市町村圏組合解散伴う事務処理等における基本的方針 

 

１． 目的 

本荘由利広域市町村圏組合（以下、「組合」）の解散に伴う清算や事務処理、財産処分等につ

いての考え方を整理し、運用上の統一性を確保することを目的として、基本的方針（以下、「本

方針」）を定めるものである。 

 

２． 解散後の事務のあり方について 

解散前に共同処理していた事務については、解散に伴い両市がそれぞれに承継するものとす

る。 

施設が由利本荘市に所在する下記の事務については、由利本荘市が事務を承継し、にかほ市

は、当該事務の処理を由利本荘市に委託する。下記に記載のない、広域行政センターの事務に

ついては由利本荘市が承継するものとする。 

（１）産学共同研究センター 

（２）養護老人ホーム（寿荘） 

（３）家畜保冷施設 

（４）し尿処理施設 

（５）埋立処分施設 

 

３． 清算事務について 

（１）広域移行に伴う清算事務（未徴収金、歳計現金、物品、公用文書類、決算等）の事務処

理については由利本荘市が行う。 

（２）清算事務の処理にあたり新たに経費が必要となった場合は、両市が負担するものとする。

負担割合については、両市が協議して定める。 

 

４． 事務の委託について 

（１） ２（１）から（５）にあげる事務のにかほ市が負担すべき委託料については、組合の分

担金条例に定める運営費分担金の割合を基本として算定する。平等割についても同様の

規定によることとする。 

（２） 委託料の算定に当たっては、運営経費の他、施設の維持管理に要する経費についても反

映させるものとする。 
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５． 財産処分について  

（１）土地、建物及び付属物 

由利本荘市に帰属する。 

（２）建物に附属した機器、車両、その他の物品 

由利本荘市に帰属する。 

（３） にかほ市への補償について 

解散時に組合が所有する建物及び設備は、すべて由利本荘市に帰属することとしている

が、当該建物等の財産については本来由利本荘市とにかほ市が共有すべきものを由利本

荘市単独の帰属とすることから、財産的な価値に対してにかほ市に一定の補償をする必

要がある。ついては、当該補償に関する基本的な考え方を以下のとおり定める。 

 

① 広域行政センターは、由利本荘市が単独で所有し、市の施設として使用するもので、

修繕、改修、解体費を由利本荘市が負担することで合意しており、にかほ市への補償

は行わない。 

② ２（１）から（５）の建物については、解散時の台帳価格に基づき、施設ごとに建設費

分担金の負担割合に応じて、由利本荘市がにかほ市の保有分の財産的価値を補償する。 

③ ２（１）から（５）の建物の維持管理に係る大規模修繕や改修については、運営費分担

金の負担割合を基本に協議の上定める。（修繕のうち通常の維持管理に位置づけられる

経費は、「事務の委託」により精算する） 

④ ２（１）から（５）の建物の解体費については、建物に係る事務の終了をもって解体す

ることを基本とし、建設費分担金の負担割合により両市が負担する。 

⑤ ２（１）、（４）、（５）の土地については、路線価により台帳価格を算出した上で、建設

費分担金の負担割合に応じて由利本荘市がにかほ市の保有分の財産的価値を補償す

る。 

⑥ 普通財産の土地、その他の財産については、今後の協議により定めるものとする。 

⑦ 物品に関する補償は行わない。 

⑧ 補償の方法、時期については今後の協議により定めるものとする。 

 

６． 組合の職員について 

本荘由利広域市町村圏組合の職員は、解散後、由利本荘市の職員とする。 

 

７． 疑義についての協議 

本方針の各項目の解釈について、疑義が生じたとき又は本方針に定めのない事項について

は、両市で協議の上、これを定めるものとする。 

  
 

また、個別の事業については次のとおりです。 
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（１）広域行政センターの設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）総務課 

（にかほ市）総務課 

現行の分担金精算方法 
・平等割 20% ・人口割 80% 

・由利本荘市のみ特定分(占有分） 

方向性 

 行政センターを含め、広域の施設の全てが由利本荘市内にあり、施設は

由利本荘市で引き継ぐべきであるが、にかほ市の権利放棄に伴う補填的な

ものや、以後由利本荘市の財産をにかほ市が使用する際の費用負担を考え

る必要がある。 

スケジュール 
 総務部門についてはそれぞれの業務について広域事務廃止が決まった

段階で協議する。 

移行後の運営体制  移行後の方針が示され次第、両市で協議を行う。 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

両市議会、広域議会への説明が必要であり、市民サービスを低下させな

いよう配慮を要する。 

（由利本荘市） 

• 職員は、施設に付いた人々として考えるべきであり、両市が分けて雇用

継続するというものではないというのが、両市の共通認識ですが、雇用

条件や定員管理が課題となる。 

• 行政センターに入居している建設時の費用負担者である農業共済との

関係の引き継ぎをどうするか検討する必要がある。 

（にかほ市）特になし 

令和５年度  

計画 
 各事業の進捗状況を確認しながら、引き続き施設の在り方について検討

する。 

実績 施設の方向性や職員配置についての検討を行った。 

令和６年度 

計画 
各事業の進捗状況を確認しながら、引き続き施設の在り方について検討

するとともに、職員配置も含めた全体調整を進める。 

実績 

秋田県農業共済組合の集約化に伴い由利支所（行政センター１階）が令

和７年に一部移転し規模縮小することについて、情報共有するとともに調

整を行った。 

令和７年度 

計画 

農業共済の規模縮小に伴う調整を引き続き行うとともに、広域市町村圏

組合・由利本荘市・にかほ市３者の令和８年度末に向けた具体的協議を実

施する。 

実績 

秋田県農業共済組合の集約化に伴い由利支所（行政センター１階）が令

和７年末に一部移転し規模縮小することについて調整済み。広域行政セン

ターを含めたその他建物についてにかほ市と調整中。 

令和８年度 

計画 職員の受け入れ、及び建物の所有権について、最終決定を行う。 

実績  
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（２）産学共同研究センターの設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）商工振興課 

（にかほ市）商工政策課 

現行の分担金精算方法 ・平等割 20％ ・人口割 80％ 

方向性 
所有者 ：由利本荘市、にかほ市（両市の共有施設） 

運営主体：公益財団法人本荘由利産学振興財団（指定管理者） 

スケジュール 
Ｒ４ 施設のあり方について、両市の意見確認 

Ｒ５～ 施設所属先の決定と、それに対する課題等の確認・解決 

移行後の運営体制 

R５.１時点でのにかほ市との確認事項。 

• 施設の所有者の第一候補は、財団法人本荘由利産学振興財団とする。（こ

れまでと同じ割合で、両市で施設の維持費を負担することを基本に、問

題点や課題を両市・財団とで検討する。） 

• 上記の方針が難しい場合は、施設所在地である由利本荘市の施設として

管理を行うこととし、その費用については両市・財団で協議し決定する。 

• 施設維持費用は財団予算で行う事を基本とし、修繕や大規模改修などは

両市で負担する。（これまでの施設運営の考えを踏襲する。） 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

平成１３年４月１日の財団法人本荘由利産業技術振興財団（現公益財団

法人本荘由利産学振興財団）設立に際し、出捐金や寄付金を総額 12 億円

あまり受けていることや、施設建設にあたっての原資に補助金が入ってい

ることなどにより、所有者変更に係る縛りがあるのかを確認する必要があ

る。 

また、運営費や資本的支出に当たっての負担割合を改めるか、これまで

どおりとするかの確認が必要。 

令和５年度  

計画 

財団で施設所有が可能か、可能の場合にはその維持費用の積算と両市で

の負担ルールを決定する。財団で所有することが不可の場合、由利本荘

市での所有のため必要な事項を検討する。 

実績 

財団の意向確認と二市の事務レベルでの協議を行った。 

財団としては不動産を所有するのは財務のリスクが大きくなるため所

有が難しいという考えであり、これを踏まえて二市では施設所在地である

由利本荘市の所有とすることが適当ではないかという認識となっている。 

令和６年度 

計画 

財団の所有という方向性も排除せず、由利本荘市で所有する場合の管理

体制や修繕・改修に係る二市の負担ルール、財産処分などの規定について

詳細に検討を行う。 

実績 
両市と財団、広域の担当者で移行後の運営体制や今後のスケジュールに

ついて協議を行った。 

令和７年度 
計画 

移行実施に向けた協議の継続及び精査を行う。移行については立地場所

等を考慮し由利本荘市が所有するものとして検討を進め、令和７年度末の

指定管理期間が終了するのに合わせ令和８年度当初の移行を目指す。 

実績 両市と財団、広域の担当者であらためて移行に向けた課題の整理や今後
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のスケジュールについて協議を行った。 

令和８年度 

計画 
移行対象である他の施設も含め、両市の今後の協議結果を踏まえたうえ

で、令和８年度中に必要な手続きを遅滞なく進める。 

実績  

 

（３）養護老人ホーム(寿荘) 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）長寿生きがい課 

（にかほ市）長寿支援課 

現行の分担金精算方法 ・平等割、人口割各 25% ・入所者割 50% 

方向性 

• 解散までに、広域市町村圏組合において譲渡先となる社会福祉法人を公

募・選定し譲渡する計画であったが、譲渡を受ける法人が無いため、指

定管理者制度を導入して運営する。 

スケジュール 

• 令和５年度 広域市町村圏組合で施設譲渡基本計画を策定。老人福祉施

設財政調整基金の取扱いについて、３者（両市と広域）で協議の上、方

針を定める。 

• 令和６年度 広域市町村圏組合で施設譲渡先公募、応募者なし。 

• 令和７～８年度 指定管理公募、協定締結、業務引継ぎ。 

• 令和９年度～ 指定管理者（社会福祉法人）による運営開始   

移行後の運営体制 

• 老人福祉法に基づく措置施設として指定管理を受託する事業者（社会福

祉法人）が運営。措置を行う由利本荘市、にかほ市の意向による入所を

受託する。 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

• 職員の雇用に関すること。 

• 令和７年度の指定管理公募の応募者の有無。 

（由利本荘市）広域解散後の施設補修にかかる財政負担について、基金の

あり方等協議が必要である。 

（にかほ市）解散後も措置入所等に対応していただける施設として利用で

きるように、連携体制を継続したい。 

令和５年度  

計画 

今後の運営（定員数の変更、施設の維持負担等）と、老人福祉施設財政

調整基金の分配算定方法について、３者（両市・広域）で協議の上、方

針を定める。 

実績 

３者（両市・広域）による担当者会議を実施。 

広域市町村圏組合において施設譲渡基本計画を策定し、組合議会へ説

明。 

老人福祉施設財政調整基金は、繰り上げ償還（令和７年度）と年次的に

取り崩しをすることで、広域解散後に基金残額を残さない方針とする。 

令和６年度 計画 

施設譲渡基本計画に基づき、広域市町村圏組合において譲渡先公募・譲

渡先選定・業務引継ぎに関する協定書締結を予定。 

老人福祉施設財政調整基金は、一部を取り崩して施設運営経費に充て

る。 
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実績 

譲渡先公募を行ったが、応募なし。 

老人福祉施設財政調整基金は、１１９，８９１千円を寿荘に充当。今後

も寿荘に充当予定。令和６年度末残高は、１４７，８０１千円である。 

令和７年度 

計画 

広域では、令和７年７月に指定管理者公募、令和９年４月から指定管理

開始の予定。公募前に募集要項、仕様書の案について、構成市へ説明し同

意を得る。 

また、次の点について３者（両市・広域）で協議を進める。 

①指定管理者が不在の場合に備え、財政負担軽減のため、定員を減床す

ること。 

②国からの指示に基づき、職員の処遇改善に向けた支弁額等を増額す

る。（措置費の増） 

③指定管理者が決まった場合は、介護保険事業の導入を事業者と協議。 

実績 

令和７年９月に指定管理者公募を行ったが、応募なし。 

令和８年度末までに指定管理者が決定しない場合は、由利本荘市が直営

による管理運営を行うとともに、新たな指定管理者の選定に係る手続きを

進めることを協議した。 

令和８年度 

計画 

①令和８年４月１日より定員を１００名→９０名へ減員。（令和８年３月

広域議会で承認済） 

②指定管理者の再公募について３者（両市・広域）で協議を行う。 

③人件費・修繕費等の支出に対する今後の負担割合について二市で協議を

行う。 

④令和９年度からの支弁額の増額について二市で協議を行う。 

実績  

 

（４）特別養護老人ホーム(広洋苑)の設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） （由利本荘市）長寿生きがい課 

（にかほ市）長寿支援課 

現行の分担金精算方法 • 指定管理のため、分担金無し 

方向性 

• 指定管理期間満了の令和８年３月末までに、広域市町村圏組合において

譲渡先となる社会福祉法人を公募・選定し譲渡する。 

• 起債は令和７年度に繰り上げ償還をする。 

スケジュール 

• 令和５年度 広域市町村圏組合で施設譲渡基本計画を策定。老人福祉施

設財政調整基金の取扱いについて、３者（両市と広域）で協議の上、方

針を定める。 

• 令和６年度 広域市町村圏組合で施設譲渡先公募・選定・業務引継ぎに

関する協定締結 

• 令和７年度 業務引継ぎ、民間移管に係る運営に関する覚書、公有財産

関係契約の締結 

• 令和８年度 事業者（社会福祉法人）による運営開始 
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移行後の運営体制 
• 老人福祉法、介護保険法に基づく介護老人福祉施設として事業者（社会

福祉法人）が運営。特別養護老人ホームと短期入所を継承する。 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

（由利本荘市）特になし。 

（にかほ市）広洋苑は地理的にも距離があり、にかほ市民の利用はこれま

でも少ない状況のため、特に課題等はない。 

令和５年度 

計画 
老人福祉施設財政調整基金の分配算定方法について、３者（両市・広域）

で協議の上、方針を定める。 

実績 

３者（両市・広域）による担当者会議を実施。 

広域市町村圏組合において施設譲渡基本計画を策定し、組合議会へ説

明。 

老人福祉施設財政調整基金は、起債繰り上げ償還（令和７年度）と年次

的に取り崩しをすることで、広域解散後に基金残額を残さない方針とす

る。 

令和６年度 

計画 

施設譲渡基本計画に基づき、広域市町村圏組合において譲渡先募集・譲

渡先選定・業務引継ぎに関する協定書締結を予定。 

老人福祉施設財政調整基金は、一部を取り崩して施設運営経費に充て

る。 

実績 

➀譲渡先決定。協定は締結済。 

②令和６年度は、１１９，８９１千円を寿荘に充当しており、今後も寿荘

に充当予定。令和６年度末残高は、１４７，８０１千円である。 

令和７年度 

計画 事務引継等、協議を進め、令和８年４月所有権移転登記の予定。 

実績 

譲渡先法人への引継は完了している。令和７年度中に所有権移転登記済

である。 

なお、老人福祉施設財政調整基金は、養護老人ホームの運営費財源でも

あることから、組合の一般会計に引き継ぐものとし、両市への財産処分は

行わない。 

 

（５）病院群輪番制病院運営事業 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）健康づくり課 

（にかほ市）健康推進課 

現行の分担金精算方法 ・利用者数割 100％ 

方向性 

 病院群輪番制病院運営事業については、現在のルールを保持するように

各病院へは補助金として予算措置等を行う。単価等の算出については、広

域事務局で行っていたものや他市を参考に検討する。 

スケジュール 
 令和５年度中に病院群輪番制病院運営事業のあり方や救急病院運営補

助金との兼ね合いを考慮し、両市及び関係医療機関と協議する。 

移行後の運営体制 補助方法やルールと一緒に運営体制についても協議。 
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移行に向けた 

問題・課題とその対応 

類似の内容の救急病院運営補助金については、補助金の増額も要望され

ているため、輪番制事業と整理しながら明確な運用方法の構築をする必要

がある。 

令和５年度 

計画 
 輪番制参加医療機関に対して、救急運営費補助金を交付しているため、

５年度中に整理をしながら協議検討を進める。 

実績 
令和６年度からの移管を決定、組合規約の変更に関する協議書締結済。

広域市町村圏組合が規約変更を行い、移管の手続が完了した。 

令和６年度 
計画 

事業はこれまでどおり継続する。実績に基づく負担割合により各市で補

助金を交付する。 

実績 移管済み。事業は各市で実施。 

 

（６）家畜保冷施設の設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）農業振興課 

（にかほ市）農林水産課 

現行の分担金精算方法 ・飼育頭数割 10% ・利用頭数割 90% 

方向性 

 業務については飼育頭数及び利用頭数が圧倒的に多い由利本荘市で管

理・運営し、にかほ市は利用について現状同様、負担金納入していくこと

で進めていく。（１２／７に方向性について、由利本荘市、にかほ市、Ｊ

Ａ担当者会議で検討） 

スケジュール 
• 由利本荘市が主体となり管理運営なども含めた打ち合わせ協議を行い

ながら検討していく 

移行後の運営体制 • 由利本荘市主体となり管理運営。にかほ市より負担金徴収 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

• 現行分担金には人件費が含まれていないことから、費用の増大になると

思われる。 

• 建物だけで無く設備として更新が必要になった場合は負担金対応と思

われるが、予算措置（緊急修繕など）についてどうなるか不明。 

• 人件費についても負担金に含めるが人件費割合など検討する必要があ

る。 

（由利本荘市）現状、広域で行っている事務が、そのまま由利本荘市へ移

行となる。事務量増による人員の適正配置が必要。 

（ＪＡ）管理人の受け手がなかなかいない状況 

令和５年度 

計画 市町村圏組合事務局を含めた会議を行い詳細について検討する。 

実績 

両市、広域担当者で家畜保冷施設の現地確認を実施。 

家畜保冷施設から搬出される死亡獣畜処理施設（八戸市）の訪問視察を、

法令に基づく定期視察に併せて実施。 

令和６年度 
計画 

家畜保冷施設の事務移管にかかるスケジュール、予算の負担割合、事務

内容などについての精査検討を進める。 

実績 家畜保冷施設から搬出される死亡獣畜処理施設（八戸市）の訪問視察を、
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法令に基づく定期視察に併せて実施。 

事務移管にかかるスケジュール、事務内容等についての協議を行った。 

令和７年度 

計画 
継続してスケジュール、負担割合、事務内容等についての協議および精

査を進める。 

実績 

両市と広域の担当者により、移行スケジュール、移行に向けた問題と課

題についての打合せを実施。 

これまで分担金に含まれていなかった人件費の算出のため業務内容の

精査を行った。 

令和８年度 
計画 

移管に伴う条例や規則の制定、二市の負担割合の確定、令和 9年度の予

算要求など、８年度中に要する協議や手続きを進める。 

実績  

 

（７）し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）市民生活部生活環境課、企業局下水道課 

（にかほ市）市民福祉部生活環境課、建設部上下水道課 

現行の分担金精算方法 ・平等割 10% ・人口割 40% ・搬入量割 50% 

方向性 

 設備の老朽化等に伴い、現有施設でのし尿処理が将来的に困難であるこ

とから、水林浄化センター内に、下水道事業により「し尿受入れ施設」を

建設、整備し、令和１６年度の供用開始を目指す。現施設はそれまで、焼

却を含めた運営が必要。 

スケジュール 

新施設建設：令和 ７年～令和 ９年 基本計画～詳細設計、保安林解除 

令和１０年～令和１５年 し尿受入れ施設、進入路等建設工       

事 

令和１６年 供用開始予定 

移行後の運営体制 広域解散後及び新施設完成後の、管理及び運営手法については現在協議中 

移行に向けた問題・課題

とその対応 

 し尿受入れ施設等の建設には、にかほ市と負担金等にかかる協定の締

結、都市計画決定の変更、進入路建設に必要な保安林解除の手続きが必要。 

 新施設の建設は下水道事業により行うが、現有施設及び新施設の管理運

営については今後検討が必要。 

（由利本荘市）広域市町村圏組合の現有施設については、新施設稼働まで

の間、機器等の修繕を行うなどの対応をお願いしたい。 

（にかほ市）広域解散後も引き続き現有の施設でし尿処理をするため、廃

棄物処理について由利本荘市と協定を締結する必要がある。 

令和５年度 

計画 （仮称）本荘由利地区広域汚泥処理基本計画策定業務を発注予定。 

実績 

下水道処理施設（水林浄化センター）増強事業の前提となる、同施設か

ら排出される汚泥について、その処理を「県生活排水処理事業広域化・共

同化計画」による秋田臨海処理センターを拠点とした本市とにかほ市を含

む中央地区（５市４町１村）に拡大されるものとして進めている。 

令和５年度に中央地区の連絡協議会に検討部会が設置され令和７年度
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までを目処に処理方法やコスト等の検討を進めることとしているため、そ

の検討結果を踏まえた二市による汚泥処理基本計画等事業着手すべきも

のとして、基本計画着手を令和７年度まで延期するなど事業スケジュール

を変更した。 

また、し尿処理施設の事務移管についてスケジュールを検討し令和８年

度末での移管とすることとし、令和６年度から７年度までに事務移管に必

要な方針や手順等整理することとした。 

令和６年度 

計画 

し尿処理の共同事務移管方針等以下の内容の検討を進める。 

・事務移管に向けたスケジュール（事務、財産、職員など） 

・移管に伴い必要となる条例規則等 

・施設の維持管理方法（直営、委託、職員の配置等） 

・施設の維持に係る費用の見通しと二市による負担割合 

実績 

二市によるし尿処理業務について以下のとおり協議 

①二市による事務の連携手法は地方自治法に基づく「事務委託」とする。 

②事務委託の議決スケジュールについて、新たなし尿処理施設の建設、

管理運営については令和７年度、現本荘由利広域し尿処理施設および

埋立施設の管理運営については令和８年度で検討を進める。 

③移管に伴い由利本荘市で必要となる条例規則のリストについて。 

④二市による費用の負担割合について、維持管理費、現施設の解体費用

など含め引き続き検討する。 

⑤新たな施設整備については、事務を受託する由利本荘市が交付金の申

請主体となり一括で受領することを想定し、交付金を控除した残額を

二市で分担する方向で検討する。 

令和７年度 

計画 

し尿処理の共同事務移管方針等以下の内容の検討を進める。 

・二市による事務委託に向け、委託内容および協議事項の詳細を検討す

る。 

・移管に伴い必要となる条例規則等の原案を作成する。 

・施設の維持管理方法（直営、委託、職員の配置等）を引き続き検討す

る。 

・施設の維持および新たな施設整備に係る費用の見通しについて更に

精査を進め、二市による負担割合の検討を進める。 

実績 

○事務委託および負担金に関する協議は、両市の窓口を一本化して検討を

進めることとした。 

○令和８年度に組合解散、事務委託および関連条例を上程する。 

○負担金は基本的に従前の広域負担割合を採用することとし、均等割分に

ついて適切な負担割合についてさらに協議を進めることとされた。 

○由利本荘市において以下の内容の検討を進めた。 

・必要な関連条例等（施設設置条例等）の検討を行い、原案については、

由利本荘市の生活環境課と清掃センターとで作成することとした。 

・施設の維持管理方法については、基本的に現状の直営による職員配置



21 

を基本とすることとした。 

・令和８年度中に解散後の令和９年度以降の施設管理に係る事務（当初

予算要求、委託契約、会計年度職員採用など）が発生することから対

応を要することを確認。 

○新たなし尿処理施設の整備に向けて、県生活排水処理事業連絡協議会

「中央地区（由利地区含む）汚泥処理検討部会」において本市およびに

かほ市の汚泥受け入れの検討状況が公表され、参画自治体からは異議が

無く、引き続き協議会の部会での処理方法の検討を進め、令和９年度の

事業着手を目指すこととした。 

令和８年度 
計画 

○事務委託および負担金に関する協議を両市窓口を一本化で進め、年度内

に順次組合、解散、事務委託、関連条例の議決等事務手続きを進める。 

○由利本荘市において以下の内容の事務を進める。 

・令和８年度中に解散後の令和９年度以降の施設管理に係る事務（当初

予算要求、委託契約、会計年度職員採用など）が発生することから、

現状の組合職員の派遣など必要な対応を検討する。 

○新たなし尿処理施設の整備に向けて、県生活排水処理事業連絡協議会

「中央地区（由利地区含む）汚泥処理検討部会」において本市およびに

かほ市の汚泥受け入れについて、協議会への本市およびにかほ市参画の

決定に向け、引き続き協議会の部会での処理方法の検討ならびに必要な

働きかけを進め、令和９年度の事業着手を目指す。 

実績  

 

（８）埋立処分地施設の設置及び管理運営に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）生活環境課 

（にかほ市）生活環境課 

現行の分担金精算方法 
（し尿分）・平等割 10% ・人口割 40% ・搬入量割 50% 

（ごみ分）・埋立量全体の 60％ 

方向性 

ごみ焼却施設の焼却灰を埋め立てしている土谷地域の埋立最終処分場

（広域市町村圏組合管理施設）は埋立可能容量がひっ迫しており、令和６

年度中にも受け入れ困難となる見込みである。 

令和６年度から民間の最終処分場に清掃センターから排出される焼却

灰の処分を委託し、現有施設への埋立はし尿処理施設から排出される焼却

灰のみとすることで現有施設の延命化を図る。 

 また、にかほ市と共同整備するし尿受入れ施設が稼働するまでの間は

現有施設を維持し、新施設稼働後に廃止する計画である。 

スケジュール 

令和 ５年度  ・民間の最終処分場へ焼却灰試験搬入 

        ・現有施設の延命化を保健所と協議 

令和 ６年度～ ・民間の最終処分場へ定量搬出 

（清掃センター、新ごみ処理施設分） 
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令和１６年度～ ・埋立終了。廃止事務開始。 

移行後の運営体制 
にかほ市から由利本荘市への事務委任、施設は由利本荘市に譲渡の見込

み。引き続き協議。 

移行に向けた 

問題・課題とその対応 

企業局で整備を予定しているし尿処理設備の体制が整う令和１６年度

まで広域処理のし尿焼却灰を受入れることになることから、施設の延命化

が課題。 

（由利本荘市）由利本荘市で管理運営を行う場合の所管課（生活環境課、

清掃事業所等）、資格所有者の配置。 

令和５年度 

計画 ３者（両市、広域事務組合）で協議 

実績 

本荘清掃センターから排出される焼却灰の市外搬出に向けた試験搬出

を実施した。 

埋立処分施設の事務移管についてスケジュールを検討し令和８年度末

での移管とすることとし、令和６年度から７年度までに事務移管に必要な

方針や手順等整理することとした。 

令和６年度 

計画 

令和６年度より本荘清掃センターから排出される焼却灰の一定量の搬

出を行うとともに、令和６年度上半期に実施される、施設の残容量調査を

踏まえ、延命化に必要な搬出量を再度算定し、令和７年度以降の市外搬出

量に反映する。 

また、埋立処分施設の共同事務移管方針等以下の内容の検討を進める。 

 ・事務移管に向けたスケジュール（事務、財産、職員など） 

 ・移管に伴い必要となる条例規則等 

 ・施設の維持管理方法（直営、委託、職員の配置等） 

 ・施設の維持に係る費用の見通しと二市による負担割合 

実績 

令和６年度より本荘清掃センターから排出される焼却灰の一定量の搬

出を行うこととしていたが、７月の大雨で経路の市道路肩崩落による実施

することができなかった。令和６年度中の市道復旧を見込んでおり、今後、

令和６年度分も含め７年度に残渣を排出することとし、施設の残容量調査

を踏まえ、延命化に必要な搬出量を再度算定し、令和７年度以降の市外搬

出量に反映した。 

二市による埋立処分施設業務について以下のとおり協議した。 

①二市による事務の連携手法は地方自治法に基づく「事務委託」とする。 

②現本荘由利広域し尿処理施設および埋立施設の管理運営については

令和８年度で検討を進める。 

③移管に伴い由利本荘市で必要となる条例規則のリストについて。 

④二市による費用の負担割合について、維持管理費、現施設の解体費用

など含め引き続き検討する。 

令和７年度 計画 

埋立処分処理の共同事務移管方針等以下の内容の検討を進める。 

・二市による事務委託に向け、委託内容および協議事項の詳細を検討す

る。 
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・移管に伴い必要となる条例規則等の原案を作成する。 

・施設の維持管理方法（直営、委託、職員の配置等）を引き続き検討す

る。 

・施設の維持に係る費用の見通しについて更に精査を進め、二市による

負担割合の検討を進める。 

実績 

○事務委託および負担金に関する協議は、両市の窓口を一本化して検討を

進めることとした。 

○令和８年度に組合解散、事務委託および関連条例を上程する。 

○負担金は基本的に従前の広域負担割合を採用することとし、均等割分に

ついて適切な負担割合についてさらに協議を進めることとされた。 

○由利本荘市において以下の内容の検討を進めた。 

・必要な関連条例等（施設設置条例等）の検討を行い、原案については、

由利本荘市の生活環境課と清掃センターとで作成することとした。 

・施設の維持管理方法については、基本的に現状の直営による職員配置

を基本とすることとした。 

・令和８年度中に解散後の令和９年度以降の施設管理に係る事務（当初

予算要求、委託契約、会計年度職員採用など）が発生することから対

応を要することを確認。 

令和８年度 

計画 

○事務委託および負担金に関する協議を両市窓口を一本化で進め、年度内

に順次組合、解散、事務委託、関連条例の議決等事務手続きを進める。 

○由利本荘市において以下の内容の事務を進める。 

・令和８年度中に解散後の令和９年度以降の施設管理に係る事務（当初

予算要求、委託契約、会計年度職員採用など）が発生することから、

現状の組合職員の派遣など必要な対応を検討する。 

実績  

 

（９）介護保険者事務に関すること 

所管課（関係課） 
（由利本荘市）長寿生きがい課 

（にかほ市）長寿支援課 

現行の分担金精算方法 

（一般会計）・実績割 100% 

（特別会計）・介護給付費、地域支援事業（実績割 100%） 

・事務費（平等割 15%、65歳以上人口割 85%） 

方向性 

• 両市がそれぞれ令和７年度中の単独保険者化を目指す。 

• 内部組織の共同設置についての検討では、管理・執行がそれぞれの団体

に帰属し、それぞれの議会への対応が必要となる等、煩雑な体制によっ

て合理的な運営ができないことが見込まれ、介護保険事務全てに対応す

るものではないと判断した。 
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スケジュール  

• 介護保険単独化に向け、両市それぞれで単独のシステムを構築する。 

• 国によるシステム標準化については両市がそれぞれ行う。 

• 令和６年度から始まる第９期介護保険事業計画は、令和６年度分を広域

市町村圏組合が、令和７～８年度分を両市がそれぞれ策定する。 

• 単独化への手続きの詳細は、令和４年度からの３者(両市・広域)の WGに

より決定する。 

• 必要に応じ、職員派遣を行う。 

 両 市 広域市町村圏組合 

令和５年度 介護保険システム構築事業 

 

第９期介護保険事業計画策定 

令和６年度 介護保険システム構築事業 

第９期介護保険事業計画策定 

第９期介護保険事業計画開始 

令和７年度 単独保険者として事務開始 

第９期介護保険事業計画開始 

 

 

移行後の運営体制 令和７年度に、両市がそれぞれ単独保険者として事務を開始。 

移行に向けた問題・課題

とその対応 

• 両市の単独介護保険業務の体制整備が必要。 

人員体制、予算確保、業務内容の確立、システムの導入・構築、賦課徴

収業務、介護保険業務経験の豊富な広域職員の有効活用など。 

（由利本荘市・にかほ市） 

• 現状の人員では業務全般をこなすことができない。 

• 業務体制の構築が必要で、時間を要する。 

• 賦課業務の担当部署等、関連部署との調整。 

令和５年度 

計画 

• システム分離構築作業の業者委託 

（単独サーバ構築・データ分割設計・動作テスト） 

• 第９期介護保険事業計画策定（Ｒ６広域・Ｒ７～８両市）に合わせて、

介護給付費準備基金の分配算定方法を協議、決定の上、方針を定める。 

• 職員派遣（市→広域） 

実績 

• システム分離構築作業の業者委託（単独サーバ構築・データ分割設計・

動作テスト） 

• 単独化開始を令和７年４月１日とすることについて、両市議会へ説明 

（由利本荘市は２／１６、にかほ市は２／２２） 

• 介護給付費準備基金の分配算定方法を二市担当者で協議中。 

令和６年度 

計画 

• システム分離構築作業の業者委託（データ分割・動作テスト） 

• 介護給付費準備基金の分配方法を決定 

• 単独化後の第９期介護保険事業計画（令和７～８年度）策定 

• 広域から規約改正の議決協議依頼→両市議会議決→両市で介護保険関

連条例制定 

実績 
①システム分離構築作業は、委託業者によるデータ分割テスト、職員によ

るテスト結果抽出確認をＲ７.３月上旬までに、データ分割本番作業は
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３／２９・３０（土日）に実施。 

②介護給付費準備基金の配分割合（財産処分）は、由利本荘市７４．９％、

にかほ市２５．１％とすることを両市１２月議会議決済。二市の当初予

算へ計上し、Ｒ７.４月に介護保険特別会計歳入で受入後、各市基金と

して積み立てる。 

③第９期介護保険事業計画（令和７～８年度）は、策定委員会とパブリッ

クコメント（意見募集）を経て、７年３月に製本。 

④広域から規約改正の議決協議依頼→両市９月議会議決済→両市で介護

保険条例を１２月議会議決済、介護保険施設等の基準条例、関係予算を

３月議会議決済。 

移管の手続が完了した。 

 

５． 財産や負債の取り扱い方針 

（1） 地方債 

 地方債については、特別養護老人ホーム改築時の１件のみとなっており、令和７年度に繰り上げ

償還を行い、償還が終了しました。 

 

  ○特別養護老人ホーム（広洋苑改築）                 （単位：円） 

年度 元金 利子 計 残高 備考 

令和６年度 44,519,386 2,821,394 47,340,780 115,052,294 財政融資資金  

令和７年度 115,052,294 3,299,656 118,351,950 0 繰り上げ償還 

 

（2） 基金 

介護給付費準備基金については、介護給付費の不足時に取り崩して充当するために設置された基

金であり、令和６年度末で基金を廃止し、両市へ分配しました。 

老人福祉施設財政調整基金については、養護老人ホームの健全な運営の財源に資するものである

ことから、今後の取り扱いを協議していく必要があります。 

                              （単位：円） 

基金名 残高（R8.4.1現在） 

老人福祉施設財政調整基金 227,800,000 

 

６． 職員や施設の取り扱い方針 

広域市町村圏組合の職員については、事務事業を継承する由利本荘市の職員となりますが、にかほ

市から職員派遣の要請がある場合は必要な調整を行うこととします。 

各施設については、広域の施設の全てが由利本荘市内にあり、施設は由利本荘市で引き継ぐべきで

すが、にかほ市の権利放棄に伴う補填的なものや、以後由利本荘市の財産をにかほ市が使用する際の

費用負担を考える必要があります。 
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（１）所属別職員数（R8.4.1) 

（単位：人） 

所 属 正職員 
会計年度 

(フルタイム) 

会計年度 

(パート) 
計 内男性 内女性 

総務課 3   1  4 3 1 

寿荘 10 5 20 35 7 28 

清掃センター・し尿処理施設 6 1 6 13 11 2 

小計 19 6 27 52 21 31 

由利本荘市へ派遣 5     5 4 1 

にかほ市へ派遣 1   1 1 0 

計 25 6 27 58 26 32 

※うち、再任用 4人 

 

（２）年齢別正職員数（R8.4.1) 

（単位：人） 

年齢 男 女 計 年齢 男 女 計 

64 2 1 3 50  1  1 

63   0 49 3   3 

62  1 1 48 1    1 

61 1    1 47     0 

60   1 1 46    0 

59 2   2 45     0 

58   1 1 44     0 

57 1   1 43     0 

56 1  1 42     0 

55 1   1 41     0 

54 1   1 40    0 

53    0 39   0 

52 3   3 38  1 1 

51 1 2 3 計 17 8 25 
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（３）建物の状況（R8.4.1) 

（単位：円、㎡） 

名 称 構造 延床面積 台帳価格 取得価格 摘要 

広域行政センター 非木造 2,579.75 58,693,600 356,800,000   

養護老人ホーム寿荘 非木造 4,780.19 753,821,324 1,464,015,000   

 〃  倉庫・車庫 非木造 101.56     

産学共同研究センター 非木造 1,969.30 354,473,383 660,714,600   

家畜保冷施設 木造 9.09  850,500   

家畜保冷施設 非木造 59.50 16,974,400 41,200,000   

し尿処理施設 非木造 1,790.00 522,050,442 1,452,157,000   
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７． 参考資料 等 

○由利本荘広域市町村圏組合規約 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、本荘由利広域市町村圏組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する市） 

第２条 組合は、由利本荘市、にかほ市（以下「組合市」という。）をもって組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市に委託して行わせる 

ことができる。 

（１） し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。 

（２） 養護老人ホーム（寿荘）の設置及び管理運営に関すること。 

（３） 広域行政センターの設置及び管理運営に関すること。 

（４） 埋立処分地施設の設置及び管理運営に関すること。 

（５） 家畜保冷施設の設置及び管理運営に関すること。 

（６） 産学共同研究センターの設置及び管理運営に関すること。 

 （組合事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、由利本荘市尾崎１７番地本荘由利広域行政センター内に置く。 

（組合の議会の組織及び議員の選挙方法） 

第５条 組合議会の議員の定数は、１２人とする。 

２ 組合議会の議員は、組合市の議会の議長並びに由利本荘市の議会において選出された 

 議員７人及びにかほ市の議会において選出された議員３人をもってこれに充てる。 

（議員の任期） 

第６条 組合議会の議員の任期は、組合市の議会の議長又は議員の職にある期間とする。 

（議長及び副議長） 

第７条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各１人を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

（管理者等の設置及び選任方法） 

第８条 組合に管理者、副管理者各１人を置く。 

２ 管理者は、由利本荘市の市長をもってこれに充てる。 

３ 副管理者は、にかほ市の市長をもってこれに充てる。 

４ 管理者及び副管理者の任期は、組合市の長として在任する期間とする。 

（監査委員の設置及び選任方法） 

第９条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員のうち識見を有する者にあっては、由利本荘市の代表監査委員をもってこれ 

 に充てるものとし、１人は管理者が組合議会の同意を得て、議員の中から選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては、由利本荘市の 

 代表監査委員として在任する期間とし、議員の中から選任される者にあっては議員の任 

 期とする。 
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（職員） 

第１０条 組合に職員を置く。 

２ 前項の職員は、組合市の職員に兼ねさせることができる。 

（組合の経費の支弁の方法） 

第１１条 組合の経費は、組合市の分担金、補助金、借入金及びその他の収入をもって充 

 てる。 

２ 前項の分担金の負担方法は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

この規約は、知事の許可を受け、令和８年４月１日から施行する。 
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○老人福祉施設財政調整基金条例 

平成１２年３月２４日 

条例第４号 

(設置) 

第１条 本荘由利広域市町村圏組合老人福祉施設の健全な運営の財源に資するため、老人福祉施設財

政調整基金(以下「基金」という。) を設置する。 

(積立て) 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

(管理) 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ

ばならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

(運用収益の処理) 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に繰り入れるものとする。 

(繰替運用) 

第５条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

(処分) 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全

部又は一部を処分することができる。 

（１） 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるため

の財源に充てるとき。 

（２） 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 

（３） 地方債の償還の財源に充てるとき。 

（４） 財政上特に必要があると認めるとき。 

(委任) 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○本荘由利広域市町村圏組合解散に向けた協議に関する覚書 

 

由利本荘市及びにかほ市は、本荘由利広域市町村圏組合解散に向けた協議を行うことについて合意する

ものとし、その協議に関し、次のとおり覚書を締結する。 

（目的） 

第１条 この覚書は，由利本荘市及びにかほ市が本荘由利広域市町村圏組合の解散に向けた協議を行う

上で必要な事項を定めるものとする。 

（移行計画の策定） 

第２条 由利本荘市及びにかほ市は、本荘由利広域市町村圏組合が行う共同事務処理及び財産について、

本荘由利広域市町村圏組合解散に向けた「移行計画」を策定するものとする。 

２ 「移行計画」の策定については、別途協議の上、由利本荘市及びにかほ市が共同して行うものとす

る。 

 (協議に際しての留意事項等) 

第３条 協議に際しては、次の事項に留意するものとする。 

１ 本荘由利広域市町村圏組合規約に定める共同処理事務及び財産の取扱いについては、由利本荘市及

びにかほ市の実情を十分に踏まえながら協議するものとし、事務については存廃も含めて検討するも

のとする。 

２ 協議は、由利本荘市、にかほ市及び本荘由利広域市町村圏組合の実務担当者が連携を図り、当該事

業の遂行に支障がないよう、十分に配慮し進めるものとする。 

（有効期間） 

第４条 この覚書の有効期間は、覚書を締結した日から当該覚書を締結した日の属する年度の末日まで

とする。ただし、当該有効期間の満了の日までに両市いずれにおいても別段の申出を行わない場合は、

この覚書は同一の条件をもってさらに有効期間の満了の日から１年間更新するものとし、以後も同様

とする。 

（定めのない事項の処理） 

第５条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書の履行について疑義を生じた事項については，由利本

荘市及びにかほ市が協議して定めるものとする。 

以上のとおり覚書を交換したことを証するため、この証書２通を作成し、由利本荘市及びにかほ市が

署名・押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和４年１２月２２日 

 

秋田県由利本荘市尾崎１７番地 

 

由利本荘市長  湊  貴 信 

 

秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田 1番地 

 

にかほ市長  市 川 雄 次 

  



32 

（参考）関連法令等（地方自治法抜粋） 

第三編 特別地方公共団体 第三章 地方公共団体の組合 

第一節 総則 

（組合の種類及び設置） 

第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。 

２ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、

都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得て、

一部事務組合を設けることができる。この場合において、一部事務組合内の地方公共団体につきその

執行機関の権限に属する事項がなくなったときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消

滅する。 

３ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるもの

に関し、広域にわたる総合的な計画（以下「広域計画」という。）を作成し、その事務の管理及び執行

について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合

的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県

知事の許可を得て、広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用す

る。 

４ 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 

第二百八十五条 市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及

び特別区の一部事務組合については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又

は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けること

を妨げるものではない。 

（設置の勧告等） 

第二百八十五条の二 公益上必要がある場合においては、都道府県知事は、関係のある市町村及び特別

区に対し、一部事務組合又は広域連合を設けるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を公表するとともに、総

務大臣に報告しなければならない。 

３ 総務大臣は、第二百八十四条第三項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関

係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の

長に通知しなければならない。 

第二節 一部事務組合 

（組織、事務及び規約の変更） 

第二百八十六条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体（以下この節において「構成団体」と

いう。）の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようと

するときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大

臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、第二百八十七条

第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとすると

きは、この限りでない。 

２ 一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事

務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、

直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 
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（脱退による組織、事務及び規約の変更の特例） 

第二百八十六条の二 前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退

する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退す

ることができる。 

２ 前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、

当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百

八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。 

３ 第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、すること

ができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について

同意を求めるに当たっては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。 

４ 第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となったときは、当該一部事務組合は

解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又

は都道府県知事に届け出なければならない。 

（規約等） 

第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 

一 一部事務組合の名称 

二 一部事務組合の構成団体 

三 一部事務組合の共同処理する事務 

四 一部事務組合の事務所の位置 

五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 

六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 

七 一部事務組合の経費の支弁の方法 

２ 一部事務組合の議会の議員又は管理者（第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理

事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事）その他の職員は、第九十二条第二項、

第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項（これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。）の

規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることがで

きる。 

（特例一部事務組合） 

第二百八十七条の二 一部事務組合（一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定

する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。）

は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することと

することができる。 

２ 前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合（以下この

条において「特例一部事務組合」という。）の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務

組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を

通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。 

３ 前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議

決するものとする。 

４ 構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を

特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。 
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５ 特例一部事務組合にあっては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団

体の議会の一致する議決によらなければならない。 

６ 特例一部事務組合にあっては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部

事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報

告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構

成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。 

７ 前編第六章第一節（第九十二条の二に限る。）、第二節（第百条第十四項から第二十項までを除く。）

及び第七節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の

二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第

一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、並びに第九十八

条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあるの

は「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定め

るところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議

会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。 

８ 第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する

場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるも

のとする。 

９ 第二百五十二条の四十五の規定により前編第十三章第二節（第二百五十二条の三十六第一項を除

く。）の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあ

るのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団

体の議会」と読み替えるものとする。 

１０ 第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合

に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二

第四項の規定により特例一部事務組合（同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。）

の全ての構成団体（第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。）の議会の議長から

条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」

とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県

の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一

部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の

議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第

四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十

四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二第二項、第二百五十二条の二十八第

三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項

中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十

七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二

百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十

六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及

び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県

知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町

村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議
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会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決

を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあ

るのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中

「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたもの

とみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたと

きは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項

の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「そ

の要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは

「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。 

１１ 特例一部事務組合にあっては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の

規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとするこ

とができる。 

（議決方法の特例及び理事会の設置） 

第二百八十七条の三 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当

該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決

の方法について特別の規定を設けることができる。 

２ 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代

えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 

３ 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区

の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。 

（議決事件の通知） 

第二百八十七条の四 一部事務組合の管理者（前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第

二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。）

は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議

決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければ

ならない。当該議決の結果についても、同様とする。 

（解散） 

第二百八十八条 一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第

二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

（財産処分） 

第二百八十九条 第二百八十六条、第二百八十六条の二又は前条の場合において、財産処分を必要とす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 

（議会の議決を要する協議） 

第二百九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条（第二百八十六条の二第二項の規定によりその

例によることとされる場合（同項の規定による規約の変更が第二百八十七条第一項第二号に掲げる事

項のみに係るものである場合を除く。）を含む。）及び前二条の協議については、関係地方公共団体の

議会の議決を経なければならない。 

（経費分賦に関する異議） 

第二百九十一条 一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組

合の構成団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出る
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ことができる。 

２ 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮ってこれを

決定しなければならない。 

３ 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなけれ

ばならない。 

 


